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1 概 要

騒音は 、 各種公害の な かで も 日 常生活にかかわ り が深 く 発生源 も工場騒音、 建設作業騒音、 自 動

車騒音、 そ の他生活騒音等多種多様であ る こ と か ら 、 騒音に関す る 苦情は 、 公害苦情件数の な かで多

く 、 平成 6 年度の騒音苦情は31件で全体の21 . 8%を 占 めて い る 。

2 各種騒音測定調査結果

(1 ) 自 動車騒音調査

環境月 間 ( 6 月 ) の行事の一つ と し て 、 鳥取市 6 地点 、 倉吉市 3 地点 、 米子市 6 地点、 境港市 3

地点、 郡家町、 河原町、 羽合町、 三朝町、 日 野町各 1 地点。十23地点にお いて昼間時におけ る 自 動車

騒音測定を し 、 併せて交通量 (原付 自 動二輪車以上) を調査 し た 。 (表90)

こ の覊査は 、 騒音に係 る環境基準に基づ く 測定方法で行い 、 そ の中央値の平均値を見れば、 鳥取

市63~68デ シ ベル (A ) 、 倉吉市62~68デ シ ベル (A ) 、 米子市65~70デ シ ベル (A ) 、 境港市59

~65デ シ ベル (A ) 、 郡家町64デ シ ベル (A) 、 河原町69デ シ ベル (A ) 、 羽合町65デ シ ベル (A ) 、

三朝町63デ シ ベル (A ) 、 日 野町66デ シ ベル (A ) であ り鳥取市の鳥取駅前、 県庁前、 大村薬局前、

倉吉市の旧打吹駅前、 宮川町 ロ ー タ リ ー及び境港市の鳥取銀行境港支店前を除いて環境基準 (相当)

と み な さ れ る値に不適合であ る が 、 騒音規制法第17条に規定す る 指定地域内 におけ る 自 動車騒音の

限度 と 比較す る と 各市 と も 限度以下であ る と考え ら れ る 。

(2) 環境騒音実態調査

平成 6 年度中 に 、 騒音規制法に基づ く 規制地域の指定を行 っ て い る 4 市 (32地点) に おい て実施

し た全時間帯嗣査の結果は表91の と お り で あ る 。

調査結果を見 る と 、 環境基準A に相当す る地域 (主 と し て住居の用 に供 さ れ る地域) 及び環境基

準B に相当す る 地域 (相当数の住居 と併せて商業、 工業等の用 に供 さ れ る地域) では 、 環境基準相

当値に対す る 適合率はそれぞれ41%及び66%で あ っ た 。

ま た 、 道路に面す る 地域 と面 さ な い地域で見て も 、 道路に面す る 地域での環境基準相当値に対す

る適合率19% 、 そ の う ち 、 A類型相当では朝 ･ 昼間 夕 ･ 夜間は 、 それぞれ 0 % ･ 0 % 0 % 25

% 、 B 類型相当では朝 ･ 昼間 ･ 夕 ･ 夜間はそれぞれ13% ･ 25% ･ 13% ･ 75%であ っ た。

道路に面 さ な い地域の適合率は84% 、 そ の う ち 、 A類型相当では朝 ･ 昼間 ･ 夕 夜間は 、 そ れぞ

れ70% ･ 100% ･ 80% ･ 50% 、 B 類型相当では朝 ･ 昼間 ･ 夕 ･ 夜間は 、 それぞれ100% ･ 1 00% ･ 100

% ･ 100%であ っ た 。 こ の よ う に道路に面す る地域での適合率が悪い が 、 し か し いずれの地域にお

い て も 騒音規制法第17条に規定す る 自 動車騒音の限度を以下であ る と 考え ら れ る 。
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表90 平成 6 年度 自動車騒音測定結果
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サ
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測 定 地 点 所 在 地

道 路 が

有 す る

車 線 数

自 動 車 騒 音 平成 2 年 度 ~ 平成 6 年 度 の 年 度 変 化 ( 平 均 値 )

騒 音 レ ベ ル

〔中劇直デシベ鳩AD

環 境 基 準

陣剛直テンベノ拳D

相当 と み
な さ れ る

地 域 の適否環境基準
自動車騒音の限度

0弱謳デシ｣◇融D

区 域 の

区 分

自動南騒音 Q中央値デシベルいD
総車両通過台数 (大型車)

( 台/10分間 )
区 域 の

区 分
最距離直 最低値 平蠣但

相当 と み
な さ れ る

地 域 2穣 3鍍 4鍍 5鍍 6穣 2 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度

鳥取市
鳥 取 駅 前 氷楽ご混一泉町

2 車 線
を こ え る

“ “ 65 B 6 5 以 下 ○ 第 3 種 80 66 66 “ 65 65 1 7 9 ( 1 3 ) 1 64 ( 1 2 ) 1 70 ( 1 4 ) 1 7 3 ( 1 5 ) 164 ( 1 3 )

鳥 取 県 物 産
観光 セ ン タ ー 百丁

末広温泉町
2 車 線
を こ え る

69 67 68 “7 "7 × れ7 "7 69 68 70 69 68 20 5 ( 1 2 ) 1 96 ( 1 5 ) 2 0 0 ( 1 2 ) 1 92 ( 1 8 ) 20 1 ( 1 2 )

県 庁 前 東 町
2 車 線
充と こ え る

“ 63 63 ん7 “ ○ んグ "7 63 63 67 63 63 149 ( 1 2 ) 1 44 ( 1 7 ) 1 4 1 ( 1 3 ) 1 6 1 ( 1 5 ) 1 1 8 ( 1 2 )

大 村 薬 局 前 片 原 2 車 線 65 62 “ れ7 “ 〇 ん7 75 66 65 68 64 64 128 ( 2 ) 1 54 ( 4 ) 145 ( 3 ) 1 5 4 ( 8 ) 1 5 0 ( 6 )

鳥 取警 察署 附近
( 演 連 会 館 )

青 葉 町 2 車 線 68 67 68 "7 "グ × “7 " 69 69 71 69 68 32 1 ( 20 ) 29 1 ( 28 ) 3 1 5 ( 2 0 ) 3 1 4 ( 2 7 ) 27 1 ( 1 6 )

面 谷 外 科 附 近 吉 方 町
2 車 線
を こ え る

“ 61 “ A 6 0 以 下 × 第 2 種 " 67 66 62 63 64 1 84 ( 1 1 ) 2 0 9 ( 2 1 ) 1 88 ( 1 3 ) 2 1 3 ( 2 0 ) 1 9 0 ( 1 4 )

米子市
米 子 駅 前 明 治 町

2 車 線
を こ え る

“ “ 65 B 6 5 以 下 × 第 3 種 80 66 66 65 66 65 1 6 6 ( 1 9 ) 1 68 ( 22 ) 154 ( 2 1 ) ･ 1 66 ( 22 ) 1 49 ( 2 5 )

中 国 電 力 前 加 茂 町
2 車 線
を こ え る

69 65 “ "フ "フ × ん7 "グ 70 67 69 69 66 22 1 ( 2 1 ) 2 6 1 ( 2 1 ) 22 7 ( 22 ) 277 ( 29 ) 25 5 ( 23 )

米子市 公会堂苗 角 盤 町
2 車 線
を こ え る

70 65 67 "グ "7 × "フ "ク 69 70 68 70 67 35 4 ( 2 0 ) 33 9 ( 22 ) 328 ( 2 6 ) 354 ( 24 ) 342 ( 2 6 )

消 防 署 附 近
(理容セ ン ス訂)

富 士 見 町
2 車 線
を こ え る

69 65 67 "7 "グ × "7 " 66 70 67 68 67 227 ( 1 5 ) 276 ( 2 1 ) 266 ( 1 0 ) 26 1 ( 1 7 ) 25 9 ( 2 1 )

鳥 取 銀 行
米 子 支 店 前

西 福 原
2 車 線
を こ え る

70 68 69 れ7 " × れ7 " 73 70 72 70 69 368 ( 22 ) 368 ( 1 8 ) 383 ( 1 5 ) 38 0 ( 2 5 ) 40 7 ( 28 )

山 陰 ナ ン ョ ナ ル
製 品 販 売 苗

米 原
2 車 線
を こ え る

75 67 70 A 6 0 以 下 × 第 2 種 75 74 70 73 69 70 36 1 ( 35 ) 338 ( 23 ) 36 1 ( 2 1 ) 347 ( 2 1 ) 35 1 ( 2 6 )

倉吉市
旧 打 吹 駅 前 明 治 町 2 車 線 68 59 62 B 6 5 以 下 ○ 第 3 種 "ツ 61 64 63 63 62 8 1 ( 6 ) 1 04 ( 5 ) 92 ( 6 ) 9 1 ( 6 ) 1 04 ( 7 )

倉 吉 駅 前 通 り 上 井
2 車 線
を こ え る

74 “ 68 47 “ × "7 80 63 67 68 67 68 1 8 3 ( 1 3 ) 1 8 8 ( 1 2 ) 1 9 0 ( 1 1 ) 1 86 ( 1 0 ) 164 ( 1 1 )

宮川町 ロ ー タ J " 宮 川 町
2 車 線
を こ え る

“ 63 65 れ7 〃7 ○ “7 "7 61 66 “ 65 65 1 68 ( 7 ) 1 96 ( 7 ) 2 1 7 ( 8 ) 2 0 6 ( 9 ) 224 ( 1 1 )

境港市
鳥 取 銀 行
境 港 支 店 前

上 道 町 2 車 線 67 “ 65 ん7 “ ○ "7 75 66 64 62 64 65 1 1 9 ( 1 5 ) 7 5 ( 6 ) 87 ( 1 3 ) 7 9 ( 5 ) 85 ( 9 )

境 公 民 館 前 湊 町 2 車 線 65 61 63 A 5 5 以 下 × 第 2 種 70 63 62 “ 61 63 1 1 4 ( 1 0 ) 8 1 ( 8 ) 1 0 5 ( 1 0 ) 92 ( 5 ) 96 ( 8 )

山 陰 合 同 銀 行
境 西 支 店 前

外 江 町 2 車 線 62 65 59 ん7 " × れ7 " 60 62 59 60 59 71 ( 6 ) 65 ( 6 ) 72 ( 7 ) 72 ( 6 ) 63 ( 5 )

郡家町 郡 家 保 健 所 前 郡 家 2 車 線 72 62 “ れ7 "7 × れ7 "7 65 64 “ 62 64 1 0 9 ( 1 7 ) 1 3 0 ( 1 1 ) 1 1 5 ( 9 ) 1 2 7 ( 9 ) 1 2 0 ( 9 )

河原町
河 原 町 役 場
入 口 附 近 波 一 木 2 車 線 72 “ 69 れ7 “7 ん7 "ヲ 68 69 70 69 69 1 4 0 ( 40 ) 1 98 ( 3 1 ) 1 5 9 ( 3 2 ) 1 6 5 ( 3 3 ) 1 74 ( 3 9 )

羽 合町 田 後 バ ス 停 附近 田 後 2 車 線 67 63 65 "7 "7 れ7 " 65 66 “ 67 65 1 50 ( 1 3 ) 1 4 0 ( 1 6 ) 1 3 6 ( 9 ) 1 38 ( 1 2 ) 1 1 6 ( 1 0 )

三朝町 三 朝 町 役 場 前 三 朝 2 車 線 68 61 63 “7 "7 れ7 "7 62 62 63 63 93 ( 3 ) 9 1 ( 4 ) 1 0 5 ( 1 0 ) 1 1 1 ( 1 0 )

日 野町 根 雨 保 健 所 前 根 雨 2 車 線 70 62 “ れ7 " "7 " 68 68 67 67 66 1 0 5 ( 28 ) 1 02 ( 3 0 ) 1 0 1 ( 3 0 ) 9 1 ( 24 ) 84 ( 2 6 )

月 6 年 6 月

(副 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時ま での 2 時間お き 5 回の測定
適否と は環境基準のあてはめ を行っ た場合の判定、 三朝町は平成 3 年度か ら測定を実施。
鳥取市以外の地点については 、 環境基準の地域の類型を あてはめ る地域の指定が行われてい ないため環境基準相当 と す る 。



表91 平成 6 年度環境騒音実態覊査結果
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地区測定月日 測 定 場 所 所 在 地 道 路 名 車線数
測 定 値
中央値 〔デ シベル仏)〕 種台量/ ≦ 。 多 碕 孕

騒 音 に 係 る 環 境 基 準
中 央 値 〔 デ シ ベ ル 国 〕

自 動 車 騒 音 の 限 度
中央値 〔デシベル仏D

朝 昼 間 タ 夜 間 翔 昼 間 タ 夜 間 類型
基 準 値 霜 ( 鋳 計は等

区域区分 昼間 朝夕 夜間昼 間 朝 夕 夜 間 朝 昼 間 タ 夜 間

鳥取市11月13日
山 の 手 会 館 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 2 69 69 “ 袋 2 0 1

( 7 )

2 5 8

( 2 0 )

1 7 9

( 3 )

4 5

( 1 )

A $ 50 45 × × × × 2 70 65 $

" 裏 れ7 44 44 45 37 れ7 50 45 斡 ○ 〇 ○ 〇

N T T 鳥 取 支 社 前 湯 所 町 国 道 2 9 号 2 67 70 71 62 8 3

( 7 )

2 7 4

( 3 1 )

2 5 6

( 9 )

4 3

( 4 )

A 55 50 45 × × × × 2 7o l 65 l $
" 裏 れ7 47 50 “ 街 "7 50 45 4O × 〇 〇 ×

鳥 取 市 文 化 ホ ー ル 市 吉方温泉町 ( 一 ) 福 部 鳥 取 線 2 “ 70 62 56 1 5 0

( 1 0 )

1 1 4

( 8 )

1 0 5

( 3 )

3 7

( 1 )

B 65 60 $ × × × × 3 75 I 70 I 65

" 裏 “リ 44 50 第 4O "7 印 55 50 ○ 〇 〇 〇

新日ネ載毎シ ヨ ノ ビソグタ ウ ンワ前 天 神 町 国 道 5 3 号 4 70 67 “ 57 1 8 0

( 1 3 )

2 1 2

( 2 0 )

1 92

( 5 )

4 7

( 1 )

B 範 65 60 × × × 〇 3 80 I 75 I 範

" 裏 ““ 49 54 47 43 “7 60 55 50 〇 〇 〇 〇

倉吉市10月お16日
市 立 倉 吉 西 中 学 校 裏 秋 喜 国倉 吉赤碕 中 山線 2 55 61 67 50 5 1

( 1 )

9 3

( 7 )

9 6

( 0 )

1 1

( 0 )

A 55 50 待 × × × × 2 70 I 65 l 55

倉 吉 西 高 グ フ ウ ソ ド 横 "7 “ 45 43 44 "' 就 45 鱒 〇 〇 ○ ×

ピ ン ク フ イ フ ト ー ホ ー横 米 田 町 国 道 1 7 9 号 4 $ 65 61 54 3 6

( 2 )

1 2 0

( 1 2 )

7 1

( 4 )

2 9

( 2 )

A 釦 55 め × × × × 2 75 l 70 1 60

津 村 宅 前 れ7 52 49 47 42 れ7 50 45 40 × 〇 × ×

小 林 薬 局 前 明 治 町 ( 一 ) 木地山倉吉線 2 67 63 61 49 8 6

( 5 )

1 0 9

( 7 )

7 5

( 1 )

2 4

( 0 )

B 65 60 55 × 〇 × 〇 3 75 l 70 l 65

光 明 寺 前 研 屋 町 41 43 41 38 れ7 の 55 50 ○ 〇 〇 ○

上 丼 ビ ル 前 山 根 国 道 1 7 9 号 4 67 67 67 52 1 6 9

( 7 )

1 9 6

( 1 3 )

2 0 3

( 5 )

3 9

( 2 )

B “ 65 の × × × 〇 3 80 I 75 - 鐙

倉吉体育文化会館駐車場 “ツ 47 48 44 41 "7 60 55 即 ○ 〇 ○ 〇

米子市10月2122日
後 藤 ヶ 丘 中 学 校 入 口 上 後 藤 市 道 外 浜 街 道 線 2 “ 65 “ 47 1 1 0

( 4 )

1 1 4

( 7 )

1 0 6

( 0 )

2 3

( 0 )

A 55 50 45 × × × × 2 70 I 65 - 55

正 門 前 一 " “ 聟 37 第 "' 50 45 船 ○ 〇 〇 ○

戸 口 田 医 院 前 上 福 原 ( 一 ) 皆 生 西 原 線 4 63 65 64 51 1 2 4

( 7 )

1 8 1

( 9 )

1 5 6

( 4 )

4 0

( 2 )

A 60 55 即 × × × × 2 75 l 70 ｢ の
"“ 秒 45 40 〇 ○ 〇 〇“ 裏 "“ “ 47 41 37

竹 内 医 院 前 祇 園 町 国 道 9 号 2 71 74 69 55 1 7 0

( 1 9 )

2 1 1

( 2 9 )

1 7 0

( 1 9 )

5 5

( 6 )

B 65 60 55 × × X 〇 3 75 ' 70 1 65

鉄 道 宿 舎 褻 "7 第 46 第 “ A 50 45 幼 〇 ○ 〇 ×

建 設 省 米 子 出 張 所 前 車 尾 国 道 9 号 4 70 71 71 50 1 5 8

( 1 7 )

2 5 2

( 2 5 )

2 0 9

( 5 )

5 4

( 5 )

B 65 “ 筑 × ｢ x × 〇 3 80 一 75 ｢ “
" 裏 れフ 48 50 46 39 A 50 45 40 × ○ × ×

境港市10月2829日
境 公 民 館 前 湊 町 国 米 子 境 港 線 2 53 “ 59 42 4 1

( 2 )

8 9

( 1 0 )

4 8

( 0 )

1 5

( 0 )

A 55 50 “ × × × 〇 2 70 1 65 l 55

境 小 学 校 裏 れ7 拗 41 範 34 “フ 50 45 40 〇 ○ 〇 〇

山陰合 同銀行境西支店前 外 江 町 国 米 子 境 港 線 2 52 59 60 “ 2 7

( 2 )

7 5

( 5 )

7 2

( 1 )

2 3

( 1 )

A 55 50 “ × × × 〇 2 70 l 65 1 55

松 本 進 宅 前 ん7 御 40 39 お れツ 50 45 妙 ○ 〇 ○ 〇

境 家 具 店 前 東 本 町 ( 一 ) 境 港 線 2 48 51 49 39 1 1

( 0 )

3 5

( 2 )

3 5

( 0 )

6

( 0 )

B 65 60 55 〇 〇 ○ 〇 3 75 I 7o l 範
れツ 60 55 50 〇 ○ 〇 〇" 裏 れフ 38 45 38 第

都 田 水 産 前 上 道 町 国 道 4 3 1 号 4 68 69 68 65 9 5

( 8 )

1 8 9

( 2 0 )

1 2 5

( 2 )

5 4

( 4 )

B “ 65 60 × × × × 3 8o 1 75 l 範
“7 の 55 斡 ○ ○ 〇 〇“ 裏 れグ 43 41 38 39

圏 1 . 時間区分 騒音 昼間 : 午前 8 時~午後 7 時、 朝夕 : 午酊 6 時~午前 8 時と午後 7 時~午後10時、 夜間 午後10時~翌 日 午前 6 時

2 . 測定時刻 午前 5 時、 7 時、 10時、 午後 4 時、 7 時、 10時

3 . 騒音の昼間 ･ 夜間の測定値は各時間区分の平均値であ る 。

4 . 交通量は、 自動二輪車以上の道路に面す る地点の通過車両台数であ る 。

5 . 道路名 の囮は主要地方道 (県道) 、 ( 一 ) は一般県道 (県道) であ る 。

6 . 鳥取市以外の地点にっては、 環境基準の地域の類型を あてはめ る地域の指定が行われてい な し ･ ため環境基準相当 とす る 。



第 2 節 騒音の防止対策

1 法 条例によ る規制

(1 ) 騒音に係る環境基準

環境基本法第16条の規定に基づ く ｢騒音に係 る環境基準｣ につ いて は 、 昭和46年 5 月 25 日 付け

閣議決定に よ り 騒音に係 る環境上の条件について生活環境を保全 し 、 人の健康の保護に資す る 上で 、

維持 さ れ る こ と が望 ま し い基準 (以下 ｢環境基準｣ と い う ) と し て定め ら れてい る 。 (表92)

本県におけ る環境基準の地域の類型を あて はめ る地域の指定状況は表93の と お り であ る 。

表92 騒音に係 る環境基準 (昭和46年 5 月 25 日 閣議決定)

環境基準は 、 地域の類型及び時間の区分 ご と に次表の基準値の欄に揚げ る と お り と す る 。

地域の類型

時 間 の 区 分 ｢

該 当 地 域

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

AA 45 デ シ ベ ル国以下 40プ シ ベル国以下 35デ シ ベル国以下 環境基準に係 る 水域及び地域の指定権

限の委任に関す る政令 (昭和46年政令
第159号 ) 第 2 項の規定に基づ き 都道
府県知事が地域の区分 ご と に指定す る
地域

A 50デ シ ベ ル国以下 45デ シ ベル国以下 40デ シ ベル国以下

B 60デ シ ベル国以下 55デ シ ベル国以下 50デ シ ベル国以下

圏 1 AA を あて はめ る地域は療養施設が集合 して設置 さ れ る地域な ど と く に静隠を要す る地域と

す る こ と 。

2 A を あて はめ る 地域は主 と して住居の用 に供 さ れ る地域 と す る こ と 。

3 B を あて はめ る地域は相当数の住居 と併せて商業、 工業等の用に供 さ れ る 地域 と す る こ と 。

た だ し 、 次表に揚げ る地域に該当す る地域 (以下 ｢道路に面す る地域｣ と い う ) につ いて は

そ の環境基準は上表に よ らず次表の基準値の欄に揚げ る と お り と す る 。

地 域 の 区 分

時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線を有す る道路に面す る地域 55デ シ ヘル国以下 50デ シ ベル国以下 45 デ シ ベル国以下

A地域の う ち 2 車線を超え る 車線を有す る 道路に
面す る地域

60ブ シ ヘル国以下 55デ シ ベル国以下 50 デ シ ベル国以下

B 地域の う ち 2 車線以下の車線を有す る道路に面
す る地域

65ブ シ ベル国以下 60デ シ ベル国以下 55 デ シ ベル(A)以下

B地域の う ち 2 車線を超え る車線を有す る 道路に
面す る地域

65ブ シ ヘル国以下 65デ シ ベル国以下 60 ブ シ ベル国以下
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表93 地域の類型を あて はめ る 地域お よ び時間の区分

(平成 2 年12月 1 1 日 県告示第961号)

地域の類型 地 域

A
鳥取市の区域の う ち都市。十画法 (昭和43年法律第100号) 第 9 条第 1 項か ら 第 3 項 ま
でに規定す る 第 1 種住居専用地域、 第 2 種住居専用地域及び住居地域

B
鳥取市の区域の う ち都市。十画法第 9 条第 4 項か ら第 7 項ま でに規定す る近隣商業地域、
商業地域。 準工業地域及び工業地域

時間の区分 時 間

朝 午 前 6 時 か ら 午 前 8 時 ま で

昼 間 午 前 8 時 か ら 午 後 7 時 ま で

タ 午 後 7 時 か ら 午 後 1 0 時 ま で

夜 間 午後 1 0時 か ら 翌 日 の 午前 6 時 ま で

表94 一般的な騒音 レベル

デ シ ベル 状 況

1 4 0 極度の聴力障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機の エ ン ジ ン の近 く

1 1 0 自 動車の ク ラ ク シ ョ ン 、 船の機関室内

1 0 0 高速列車の近傍

9 0 組立工場、 やか ま し い地下鉄

80 交通のはげ し い交差点

70 電話のベル ( l m )

6 0 会話 ( 1 m ) 、 一般の事務室内

5 0 普通の事務室、 静か な住宅地

4 0 静か な図書館

30 深夜、 ラ ジ オ ･ テ レ ビ放送の ス タ ジ オ 内

20 人の さ さ や き

1 0 木の葉の音

O

難

聴 作 会

惹 護 攣
起 率 解

の の

隼氏 雫氏

(2) 法に よ る規制

騒音規制法では 、 騒音を防止す る こ と に よ り 生活環境を保全すべ き地域を知事が指定 し (法第 3

条第 1 項) 、 こ の指定地域内 に あ る工場 事業場におけ る 事業活動に伴 う 騒音 (法第 2 条第 1 項及

び第 2 項) 、 建設工事に伴 っ て発生す る 騒音 (法第 2 条第 3 項) を規制す る と と も に 、 自 動車か ら

発生す る 自 動車騒音の許容限度 (法第16条) を定め 、 道路の周辺の生活環境が著 し く そ こ な われ る

と 。忍め る と き は措置要。青 (法第17条) で き る こ と と し て い る 。

本県に おけ る 地域指定状況は 、 表95 と 表96の と お り であ る 。

表95 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 村 名

昭 和 4 9 年 9 月 1 7 日

(県告示第778号~780号 )
鳥取市及び米子市の一部

昭 和 5 0 年 5 月 3 0 日

( 県告示第476号~478号 )
倉吉市及び境港市の一部

昭 和 5 4 年 7 月 6 日

(県告示第575号~577号 )
国府町、 郡家町及び 日 吉津村の一部

鳥取市、 米子市及び境港市の一部
昭 和 6 2 年 7 月 1 0 日

( 県告示第580号~581号 )
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表96 騒音規制法に基づ く 騒音規制の区域の区分 と 用途地域の関係

特定工場等において発生す る 騒音について規制する 区域
及び 自 動車騒音の限度 に 係 る 区域 。

都市 。十画法に基づ く
用 途 地 域 の 区 分

特定建設作業に伴 っ

て発生す る騒音につ
いて規制す る 区域。用 途 地 域

第 1 種区域

良好な住居の環境を保全す る ため 、 . 特に静穏の保持を{
必要 と す る 区域。

第 1 種官屑専用地域

第 1 号区域
( 第 4 種区域の う ち 、
学校、 保育所、 病院、
診療所、 図書館及び
特別養護老人 ホ ー ム
の敷地の周囲約 80 m
以内の区域を含む。 )

第 2 種住居専用地域

第 2 種区域
住居の用 に供されて い る ため 、 静穏の保持を必要 と す

る区域。

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 3 種区域
住居の用 にあわせて商業 、 工業等の用 に供されて い る

区域であ っ て 、 その区域内 の住民の生活環境を保全する
ため 、 騒音の発生を防止す る必要があ る 区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

隼 工 業 地 域

第 4 種区域
主 と して工業等の用 に供 されて い る区域であ っ て 、 そ

の区域内 の住民の生活環境を悪化 させないため 、 著 しい
騒音の発生を防止す る必要があ る区域。

工 業 地 域
第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

団 規制の区域を示す図面は 、 県庁環境政策課、 関係市役所及び町村役場公害担当課に備え置 き 、

般の縦覧に供 して い る 。

ァ 工場、 事業場騒音

工場、 事業場騒音につ い て規制の対象 と な る の は 、 指定地域内 に あ っ て 、 特定施設 (政令第 1

条) を 設置 して い る 工場及び事業場 (特定工場等 と い う 。 ) で あ る 。

特定工場等には 、 規制基準の遵守義務が課せ ら れて お り 、 指定地域市町村長は 、 規制基準に適

合 し な い こ と に よ り 、 周辺の生活環境が損な われ る と 。忍め る 場合に 、 。十画変更勧告や改善勧告、

更には改善命令を行 う こ と がで き る 。

表97 特定工場等におい て発生す る 騒音につい て の規制基準

区域きミ閭のの区分 区分
昼 間

( 年霧 醗 を )
朝 夕

( 年霧霧輻湊品讓礎 )
夜 間

( 霊箋聯糖畠を )
第 1 種 区 域 5 0 デ シ ベ ル 4 5 デ シ ベ ル 4 5 デ シ ベ ル

第 2 種 区 域 6 0 デ シ ベ ル 5 0 デ シ ベ ル 4 5 デ シ ベ ル

第 3 種 区 域 6 5 デ シ ベ ル 6 5 デ シ ベ ル 5 0 デ シ ベ ル

第 4 種 区 域 7 0 デ シ ベ ル 7 0 デ シ ベ ル 6 5 デ シ ベ ル

〈基準値は特定工場等 (騒音規制法施行令別表第 1 に定め る 施設を設置す る工場 事業場) におい て

発生す る 騒音の特定工場等の敷地の境界線におけ る 大 き さ 。 〉
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イ 建設作業騒音

建設作業騒音について規制の対象 と な る の は 、 指定地域内において 、 建設工事を施工す る場合

に 、 特定建設作業 (政令第 2 条) を伴 う 作業であ る 。

特定建設作業には 、 届 出義務 (法第14条) が課せ ら れてい る 。 ま た 、 市町村長は 、 特定建設作

業に伴い発生す る 騒音が一定の規制基準に適合 しな い こ と に よ り 、 生活環境が著 し く 損な われ る

と 。忍め る場合において は 、 必要な勧告、 命令の措置 (法第15条) を と る こ と がで き る 。

表98 特定建設作業に伴 っ て発生す る 騒音について の規制基準

特定建設作業

規制項 目

① く い打機( も
んけんを除い
く い抜機又は
く い打 く い抜
機 ( 圧入式 く
い打 く い抜機
を除 く 。 ) を使
用 す る作業
( く い打機を
ア ー ス オ ー ガ

一 と 併用 す る

作業 を 除 く 。 )

③ び ょ う 打
機 を使用 す
る作業

⑨ さ く 岩機
を使用 す る

作業 ( 作業
地点が連続
的に移動す
る作業に あ
っ て は 、 一

日 に お け る

当該作業に
係 る 二地点
間の最大距
離が印 メ ー
ト ル を こ え

な い作業に
限 る。 )

④空気圧縮機
( 電動機以外
の原動機を用
い る も の で あ

っ て 、 そ の原

動機の定格出
力が 1 5 キ ロ ワ

ツ ト 以上の も

のに 限 る。 ) を

使用 す る作業
( さ く 岩機の
動力 と し て使
用す る 作業 を
除 く 。 )

⑥ コ ン ク リ ー ト プ
ラ ン ト ( 混線機の
混線容量が 0. 4 5立

方 メ ー ト ル以上の

も の に限 る。 〕 又は

ア ス フ ァ ル ト プ ラ

ン ト ( 混線機の混
線重量が 200 キ ロ
グ ラ ム 以上の も の
に限 る。 ) を設 け て

行な う 作業 ( モ ル
タ ル を製造す る た

め に コ ン ク j 一 ト

プ ラ ン ト を設 け て

行な う作業を除 く 。 )

適 用 除 外

第 1 号基準 ( 音量
基準 )
作業場所の敷地の
境界線に お け る 騒
音

85デ シ ベルを超え な い こ と

I

第 2 号基準

( 作業時刻
に 関す る基

凖 )

作業禁止の
時間帯

簑 1 霰 午後 7 時~午前 7 時

災害 ･ 非常の事
態 、 人 の生命の
危険防止 、 鉄 ･

軌道の正常運転、
道路法 道交法
の占用及 び許可

の夜間指定
箋 2 霰 午後 1 0 時~午前 6 時

第 3 号基準

( 作業時間
に 関す る 基
凖 )

作業時間の
長 さ の制限

第 1 号

区 域
1 日 1 0 時間

1 日 で完了 す る
作業 、 災害 ･ 非
常の事態 、 人 の

生命 の危険防止第 2 号

区 域
1 日 1 4 時間

第 4 号基準 ( 作業
期間に関する基準 )

連続 し て作業す る
こ と の で き る 日 数

6 日 間以内
災害 ･ 非常の事
態 、 人の生命の

危険防止

第 6 号基準 ( 作業
日 に関す る 基準 )
作業 を禁止す る 日

日 曜 日 そ の他の休 日

災害 非常の事
態 、 人の生命の
危険防止 、 鉄

軌道の正常運転 、
道路法 ･ 道交法
の占用及 び許可
の夜間指定

勧告 命令の内容

特定建設作業の騒音が第 1 号の基準 ( 音量基準 ) を超 え てい る 場合 、 騒音の
防止の方法の改善のみな ら ず 、 一 日 に お け る 作業時間 を 1 0 時間 ( 第 1 号区域
( 第 2 号区域に あ っ て は 1 4 時間 め 未満 4 時間以上の間 に おいて短縮す る こ と
も 勧告 命令で き る
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ウ 自 動車騒音

騒音規制法では 、 自 動車構造の改善に よ り 自 動車騒音の防止を 図 る た め 、 環境庁長官が 自 動車

騒音の大 き さ の 。午容限度を定め 、 こ れ を道路運送車両の保安基準におい て担保す る こ と と し て い

る 。 ま た 、 指定地域内 に あ っ て 、 市町村長が 自 動車騒音について 、 そ の測定 レ ベルが一定の限度

を超え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損な われ る と 。忍め る と き は 、 都道府県公安委員会に対 して

道路交通法の規定に よ る措置を と る べ き こ と を要請 し 、 ま た必要に応 じ 、 道路管理者等に対 し 、

道路構造の改善その他の 自 動車騒音の大 き さ の減少に資す る 事項に関 し 、 意見を述べ る こ と がで

き る 。

表99 騒音規制法第17条第 1 項の規定に基づ く 指定地域内におけ る 自 動車騒音の限度

区 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

1 第 1 種区域の う ち 1 車線を有す る道路に面す る 区域 55デ シベル めデシベル 45デ シ ベル

2 第 2 種区域の う ち 1 車線を有す る 道路に面す る 区域 60デ シベル 騎デシベル 50デ シベル

3 第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線を有す る 道路に面す る 区域 70デ シベル “デシ ベル 55デ シベル

4 盤勢離及び第 2 種区域の う ち 2 車線を超え る 車線を有す る道路に 75デ シ ベル 70デシベル 60デ シ ベル

5 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 1 車線を有す る 道路に面す る 区域 70デ シベル 範デシ ベル 60デ シベル

6 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 2 車線を有す る 道路に面す る 区域 75デ シベル 70デシベル 65デ シベル

7 鶴子夢離及び第 4 種区域の う ち 2 車線を超え る 車線を有す る道路に 80デ シベル 75デシ ベル 65ブ シベル

(3) 航空機騒音に係る環境基準

環境基本法第16条の規定に基づ く 、 ｢航空機騒音に係 る環境基準｣ につ いては 、 昭和48年12月 27

日 付環境庁告示第154号に よ り 騒音に係 る 環境上の条件につ き 、 生活環境を保全 し 、 人の健康の保

護に資す る う えで維持す る こ と が望 ま し い航空機騒音に係 る基準 (以下 ｢環境基準｣ と い う ) と

し て定め ら れて い る 。 (資料14参照)

本県において は 、 鳥取市に鳥取空港 (管理者 鳥取県) と境港市に美保飛行場 (管理者 防衛庁

共用飛行場) の 2 つ が あ り 、 環境基準に基づ く 飛行場の区分は 、 鳥取空港の場合第 3 種空港に該当

す る 飛行場であ り 、 ま た 、 美保飛行場の場合は 、 自 衛隊等が使用す る 飛行場であ り 、 第 2 種空港A

に準ず る 飛行場に該当す る も のであ る が 、 両飛行場と も 現在、 環境基準の地域の類型あてはめは行 っ

て い な い 。
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(4) 条例によ る規制

ア 工場、 事業場騒音

近時、 ビ ル等の増加に伴い冷房用の ク ー リ ン グ タ ワ ーの騒音が問題 と な っ てい る が 、 こ れを鳥

取県公害防止条例に より ‘騒音関係特定施設 (表100) と し て 、 昭和47年 4 月 1 日 か ら規制を行 っ

て お り 、 規制地域及び規制基準は騒音規制法に準拠 してい る 。

表100 鳥取県公害防止条例に よ る 騒音関係特定施設の規模

施 設 名 規 格

ク ー リ ン グ タ ワ ー 送風機の原動機の定格出力が 0,75 キ ロ ワ ッ ト 以上の も のに限 る 。

イ 深夜騒音

深夜の静穏を保持す る た め 、 全県下の工場、 事業場等すべての事業活動に伴 う 深夜 (午後10時

か ら翌 日 の午前 6 時ま で) の騒音を昭和47年 4 月 1 日 か ら規制 して い る 。 事業活動すなわ ち 、 物

の製造、 加工に伴 っ て発生す る騒音のほ か 、 例えば飲食店を営む こ と に よ っ て発生す る音楽放送、

ソ ド演奏、 カ フ オ ケ及び き ょ う 声な どの騒音 も 含めて規制を行 っ てい る 。

#= = - 表101 鳥取県公害防止条例に よ る 深夜騒音の規制基準
　　 　 　 　

区 域 の 区 分 基 準 値

1 難峩剣法第 3 条第 1 項の規定に基づいて指定 さ れた第 3 種区域及び知事が別に定め 50デ シ ベ ル

2 雰議鰕第 3 条第 1 項の規定に基づいて指定 さ れた第 4 種区域及び知事が別に定め 65デ シ ベル

3 1 及び 2 に掲げ る 区域以外の区域。 ( 赤養護燈整地廉事内の分区及び工業 ) 45 デ シ ベ ル

ウ 拡声機騒音

近年、 工場 ･ 事業場騒音以外の騒音苦情が増加す る傾向 に あ る ので 、 こ れ に対処す る た め 、 拡

声機に よ る 騒音を昭和63年10月 1 日 か ら規制 して い る 。

1 商業宣伝を 目 的 と して 、 拡声機を使用する放送を してはな ら な い区域 ( 次に掲げる施設の敷地の

周囲か らおおむね 50 メ ー ト ル以内 の区域 )

国 学枝教育法第 1 条に規定する学校

{ 2 } 児童福祉法第 7 条に規定する保育所

圏 医療法第 1 条の 2 第 1 項に規定す る病院及び同条第 2 項に規定す る 診療所の う ち患者の収容施

設を有す る も の

国 図書館法第 2 条第 1 項に規定す る図書館
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同 老人福祉法第 14 条第 1 項第 2 号に規定す る特別養護老人 ホ ー ム

圏 老人保健法第 6 条第 4 項に規定す る老人保健施設

2 商業宣伝を 目 的 と して 、 航空機か ら拡声機を使用す る放送の制限

使用時間 : 午前 8 時か ら午後 字 時 ま で

音 量 渉池上において 65 デ シ ベル以下

3 そ の他拡声機を使用す る放送の制限

= 次に掲げ る放送をす る場合は 、 使用時間、 音量 と も 音量基準 1 に よ る 。

ァ 工場、 事業場、 社寺 、 屋外ス ポ ー ツ 施設 、 学校 、 保育所等において構内用 と して その敷地内

で行 う も の

イ 住民の慣習 と して行われる広報又は連絡に伴 う も の

ウ 露店市、 朝市その他地域の慣習 と して行われる催 し物に伴 う も の

ェ 飲食物の移動販売に伴 う も の

オ 屋外におけ る音楽会 、 映画会等の運営のためにその会場内で行 う も の

音量基準 1

区 域

音 量

午前 6 時か ら
午後 lo 時 ま で

午後 1 0 時か ら
翌 日 の午前 6 時 ま で

1 騒音規制法第 3 条第 1 項の規定

に基づいて指定 された地域

第 1 種区域 70 デ シ ベル 45 デ シ ベル

第 2 種区域 70 デ シ ベル 45 デ シ ベル

第 3 種区域 70 デ シ ベル 50 デ シ ベル

第 4 種区域 70 デ シ ベル 65 デ シ ベル

2 1 に掲げる区域以外の区域 ( 工業専用地域、 脇

港地区内の分区及び工業のための埋立地を除 く 。 )
7 0 デ シ ベ ノレ 45 デ シ ベル

【 2 1 国に掲げ る場合以外の場合は 、 使用時間を午前 8 時か ら午後 7 時 ま で と し 、 音量は 、 音量基準

2 に よ る 。 ただ し 、 移動 しなが ら放送をす る場合の音量は 、 70デ シ ベル以下 と す る 。

音量基準 2

区 域 音 量

1 騒音規制法第 3 条第 1 項の規定に基づいて指定 された

地域

第 1 種区域 55 デ シ ベル

第 2 種区域 65 デ シ ベル

第 3 種区域 70 デ シ ベル

第 4 種区域 70 デ シ ベル

2 1 に掲げる区域以外の区域 ( 工業専用地域、 臨港地区内の分区及び工

業のための埋立地を除 く 。 )
70 デ シ ベル
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拡声機使用 の制限の対象 と な ら ない場合

田 災害時におけ る警戒活動等に伴い放送をす る場合

( 2 ) 電気 、 ガ ス又は水道の事業に関す る広報活動 と して放送をする場合

国 公共の輸送機関の業務に関 し駅又は発着場において放送をする場合

団 公務員がその職務に関 し放送をす る場合

同 公職選挙法に よ る選挙運動のために放送をす る場合

同 祭礼 、 盆踊 り その他地域の風俗慣習 と して行われ る行事に伴い放送をす る場合

( 7 ) 集団の整理誘導のために放送をす る場合

‘ 8 ) 前各号に掲げ る場合のほか 、 知事が公益上やむを得ない と 認め る場合

2 特定施設等の届出状況

(1 ) 騒音規制法に よ る 特定施設の届出数

表102 特定施設の種類別届 出数

種 類 ＼＼~＼蓮町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

1 金 属 加 工 機 械 55 1 1 7 66 1 9 5 262

2 空 気 圧 縮 機 等 348 339 1 04 60 3 2 86 942

3 土 石 用 破 砕 機 等 27 1 2 - l 30

4 織 機

5 建設用資材製造機械 2 6 3 2 1 1 1 5

6 穀 物 用 製 粉 機
｣

一

7 木 材 加 工 機 械 34 125 43 6 ノ 3 2 2 1 3

8 抄 紙 機 2 1 6 9

9 印 刷 機 械 108 69 29 8 5 2 22 1

10 合成樹脂用射出成形機 10 10 1 2 1

1 1 鋳 型 造 型 機 1 1 1 1

。十 586 668 25 5 97 5 12 1 0 1 1 , 724

届 出 工 場 ･ 事 業 場 1 1 1 1 1 9 48 26 4 9 5 322

(平成 7 年 3 月 31 日 現在)

‘‐
･･

.
･
･

.･
･.

･
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(2) 騒音規制法に よ る 特定建設作業の届出数

表103 特定建設作業の種類別届出数 (平成 6 年度中)

＼、、＼~越廼名種 類
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

1 作業打機等を使用す る 16 4 20

2 滌 う 打機を使用す る

3 桑 く 岩機を使用す る作 9 1 5 1 25

4 穣圧縮機を使用す る 1 1 2

コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト

5 等を設けて行な う 作業

。十 9 32 6 47

(3 ) 鳥取県公害防止条例に よ る 騒音関係特定施設届出数

表104 騒音関係特定施設届出数 (平成 7 年 3 月 31 日 現在)

＼＼＼＼＼市、町、超名種 類
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

ク ー リ ン グ タ ワ ー 246 225 30 1 8 5 524

届 出 事 業 場 138 1 3 2 17 15 3 305
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第 4 章 振 動

第 1 節 振動の現況

概 要

振動は 、 そ の発生源が生産工場、 建築 ･ 土木工事、 交通機関等が主体 と な っ て お り 、 騒音 と 同様に

感覚的、 か つ 、 心理的な要素が加わ り 、 不快感や気分が イ ラ イ ラ す る 等の被害を与え 、 ま た 、 振動が

大 き か っ た り 、 発生源が近接 してい る場合は 、 壁、 タ イ ル等の ヒ ビ割れ 、 屋根がわ ら の ズ レ等の物的

被害を生 じ る 。 (表105 )

平成 6 年度の振動苦情は 6 件で公害苦情全体の4 . 2%であ っ た 。

表105 地震 と振動 レ ベル

気 象 庁 震 度 階 級 ( 1 94 9 年 )

0 無感 ( No fee l i ng )

人体に感 じな いで地震計に記録 され る程度

加速度 0.8 ga l ( 55 d B ) 以下

I 微震 ( S 1 i g h t )

静止 して い る人や 、 特に地震に注意深い人だけに感ずる程度の地震

0.8 ~ 2 . 5 ga l ( 55 ~ 65 d B )

虹 軽震 ( Weak )

多ぜいの人に感ずる程度の も の で、 戸 、 障子がわずかに動 く のがわか る く ら い の地震

2. 5 ~ 8. 0 ga l ( 65 ~ 75 d B )

m 弱震 ( R a t he r s t ro ng )

家屋がゆれ、 戸 、 障子がガ タ ガ タ と 鳴動 し 、 電灯の よ う なつ り 下げ物は相当ゆれ器内 の水面の

動 く のがわか る程度の地震

8. 0 ~ 25 . 0 ga l ( 75 ~ 85 d B )

N 中震 ( S t r o ng )

家屋の震動が激 し く 、 すわ り の悪い花びんな どは倒れ、 器内 の水はあふれ出 る 。 ま た 、 歩いて

い る人に も感 じ ら れ 、 多 く の人 々 は戸外に飛び出す程度の地震

25 . 0 ~ 80 . 0 g a l ( 85 ~ 95 d B )

V 強震 ( V e ry s t r o ng )

壁に割 目 がはい り 墓石 、 石 ど う ろ が倒れた り 煙突 、 石垣な どが破損する程度の地震
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80. 0 ~ 250 . 0 ga l ( 95 ~ 1 05 d B )

W 烈震 ( D i s a s t r o u s )

家屋の倒壊は 30 %以下で山 く ずれが起き地割れを生 じ 、 多 く の人 々 はすわ っ て い る こ と ができ

な い程度の地震

250 . 0 ~ 400 .0 ga l ( 1 05 ~ 1 1 o d B )

W 激震 ( V e ry d i s a s t r ou s )

家屋の倒壊が 30 %以 上にお よ び 、 山 く ずれ 、 地割れ 、 断層な どを生ずる

400 . 0 g a l ( 1 1 o d B ) 以 上

岡 g a 1 と d B の換算は周波数が 4 ~ 8 H z と仮定 し 、 1 g a l = 1 cm/ S 2 = 0 . 0 1 m/ S 2 の関係

か ら振動 レベル を求めた。 な お 、 本表の加速度値は ピー ク値であ る 。

各種振動測定調査結果

(1 ) 道路交通振動澗査

環境月 間 ( 6 月 ) の行事の一つ と し て 、 鳥取市 6 地点、 倉吉市 3 地点 、 米子市 6 地点 、 境港市 3

地点 、 郡家町、 河原町、 羽合町、 三朝町、 日 野町各 1 地点。十23地点におい て昼間時におけ る道路交

通振動測定を し 、 併せて 自 動車台数 (原付 自 動二輪車以上) を澗査 した。 (表106 )

こ の調査は振動規制法に基づ く 測定方法で行い 、 そ の80パー セ ン ト レ ン ジ の上端値の平均値で見

れば、 鳥取市40~50デ シ ベル (以下 ｢ d B ｣ と 。己ず。 ) 、 倉吉市44~49 d B 、 米子市35~52 d B 、

境港市25~37 d B 、 郡家町38 d B 、 河原町44 d B 、 羽合町44 d B 、 三朝町39 d B 、 日 野町31 d B で

あ り 、 いずれの地点において も振動規制法第16条に基づ く 指定地域内におけ る 道路交通振動の限度

以下であ る 。

(2) 環境振動実態調査

平成 6 年度中 に 、 振動規制法に基づ く 規制地域の指定を行 っ てい る 4 市 ( 16地点) に おいて実施

した全時間帯調査結果は表107の と お り で あ る 。

調査結果をみ る と 、 いずれの地点において も 、 振動規制法第16条に規定す る 指定地域内におけ る

道路交通振動の限度以下であ る 。
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表106 平成 6 年度 道路交通振動測定結果

測 定 地 点 所 在地

道 路 が

有 す る

車 線 数

道 路 交 通 振 動 総 車 両 通 過 台 数

振 動 レ ベ ル

〔拗%レ ン ジ五欄直(dB) 〕

道路交通振動
の 限度 〔 80%
レ ン ジ 上端値
( d B ) 〕

区 域 の

区 分

最 高

(大型車)

(台/10

分間)

最 低

(大型車)

(台/10

分間)

平 均

(大型車)

(台/10

分間)最 高 値 最低値 平均値
区域 の

区 分

鳥取市
鳥 取 駅 肓

氷 楽

温泉 町

2 車 線
を こ え る

43 36 40 第 2 種 70 1 75 ( 1 2 ) 1 5 5 ( 1 4 ) 1 6 4 ( 1 3 )

鳥 取 県 物 瑳

観光セ ン タ ー肓 .･.1.･

末 広

温 泉 町

2 車 線
を こ え る

51 47 49 "7 イン 2 3 1 ( 1 4 ) 1 79 ( 9 ) 20 1 ( 1 2 )

県 庁 百 ･■‐‘‐ 東 町
2 車 線
を こ え る

48 42 44 ‘ツ んツ 1 3 1 ( 1 6 ) 1 04 ( 5 ) 1 1 8 ( 1 2 )

大 村 薬 局 育 片 原 2 車 線 43 4 1 42 んソ れ7 1 73 ( 1 0 ) 1 1 2 ( 2 ) 1 5 0 ( 6 )

鳥取警察署附近

(漁連会館 )
青 葉 町 2 車 線 50 44 46 " れ7 32 1 ( 1 4 ) 2 1 4 ( 1 0 ) 27 1 ( 1 6 )

面 谷外科附近 吉 方 町
2 車 線
を こ え る

51 47 50 第 1 種 65 2 1 0 ( 23 ) 1 4 9 ( 9 ) 1 9 0 ( 1 4 )

米子市
米 子 駅 前 明 治 町

2 車 線
を こ え る

56 46 52 第 2 種 70 1 73 ( 1 8 ) 1 2 2 ( 24 ) 1 4 9 ( 25 )

中 国 電 力 前 加 茂 町
2 車 線
を こ え る

51 40 47 “ イン 3 1 6 ( 30 ) 2 2 6 ( 20 ) 2 5 5 ( 23 )

米子市公会堂 角 盤 町
2 車 線
を こ え る

48 43 46 乙ツ ‘ッ 422 ( 44 ) 274 ( 1 4 ) 342 ( 26 )

消 防 署 附 近

鯉容センス1祠

富 士｢

見 町

2 車 線
を こ え る

45 3 1 36 ん7 ん7 3 30 ( 28 ) 200 ( 1 4 ) 25 9 ( 2 1 )

鳥 取 銀 行

米 子 支 店 前
西福 原

2 車 線
を こ え る

47 38 40 ん7 れ7 4 3 5 ( 3 1 ) 354 ( 22 ) 40 7 ( 28 )

山陰ナ シ ョ ナル

製 品 販 売 前
米 原

2 車 線
を こ え る

40 30 35 第 1 種 65 472 ( 27 ) 288 ( 39 ) 35 1 ( 26 )

倉吉市
旧 打 吹 駅 前 明 治 町 2 車 線 53 40 48 第 2 種 70 1 24 ( 8 ) 72 ( 8 ) 1 04 ( 7 )

倉 吉駅前通 り 上 井
2 車 線
を こ え る

50 47 49 れ7 イン 270 ( 1 1 ) 1 04 ( 9 ) 1 6 4 ( 1 1 )

宮 川 町

ロ ー タ リ ー
宮 川 町

2 車 線
を こ え る

46 42 44 ろ7 乙ッ 243 ( 1 3 ) 1 90 ( 1 6 ) 22 4 ( 1 1 )

境港市
鳥 取 銀 行

境 港 支 店 前
上道 町 2 車 線 39 35 37 た7 ろ7 1 03 ( 1 0 ) 68 ( 9 ) 8 5 ( 9 )

境 公 民 館 前 湊 町 2 車 線 39 33 35 第 1 種 65 1 1 6 ( 7 ) 82 ( 7 ) 9 6 ( 8 )

山 陰 合 同 銀行

境 西 支 店 前
外 江 町 2 車 線 26 24 25 ろッ ‘ツ 74 ( 7 ) 55 ( 1 ) 6 3 ( 5 )

郡家町 郡家保健所前 郡 家 2 車 線 42 35 38 た7 ん7 1 39 ( 4 ) 1 03 ( 1 3 ) 1 20 ( 9 )

河原町
河 原 町 役 場

入 口 附 近
波 - 木 2 車 線 45 43 44 た7 “ 2 04 ( 52 ) 1 3 1 ( 2 5 ) 1 7 4 ( 39 )

羽合町 田後バス停附近 田 後 2 車 線 47 42 44 たソ バツ 1 45 ( 7 ) 8 1 ( 1 2 ) 1 1 6 ( 1 0 )

朝
町
三朝 町役場前 三 朝 2 車 線 43 37 39 ん7 れ7 1 59 ( 1 4 ) 78 ( 6 ) 1 1 1 ( 1 0 )

日野町 根雨保健所前 根 雨 2 車 線 32 30 31 た7 イッ 1 0 1 ( 4 1 ) 7 4 ( 22 ) 84 ( 26 )

鯉) 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時ま での 2 時間お き 5 回の測定

三朝町は平成 3 年度か ら実施。
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平 成 2 年 度 ~ 平 成 6 年 度 の 年 度 変 化 ( 平 均 値 )

道 路 交 通 振 動

〔80% レ ン ジ 上端値 (dB) 〕

総車両通過台数 (大型車 )

( 台 / 1 0 分 間 )

2 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度 2 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度

47 47 48 43 40 1 79 ( 1 3 ) 1 64 ( 1 2 ) 170 ( 1 4 ) 1 73 ( 1 5 ) 1 64 ( 13 )

50 48 50 5 1 49 205 ( 1 2 ) 1 96 ( 15 ) 200 ( 1 2 ) 1 92 ( 1 8 ) 20 1 ( 12 )

46 44 44 43 “ 149 ( 1 2 ) 1 44 ( 1 7 ) 14 1 ( 1 3 ) 1 6 1 ( 1 5 ) 1 1 8 ( 12 )

45 43 43 44 42 1 28 ( 2 ) 1 54 ( 4 ) 145 ( 3 ) 1 54 ( 8 ) 1 50 ( 6 )

45 43 41 42 46 32 1 ( 20 ) 29 1 ( 28 ) 31 5 ( 20 ) 3 14 ( 27 ) 27 1 ( 16 )

45 42 46 47 50 1 84 ( 1 1 ) 209 ( 2 1 ) 188 ( 1 3 ) 2 1 3 ( 20 ) 1 90 ( 14 )

47 53 47 53 52 1 66 ( 1 9 ) 1 68 ( 22 ) 154 (2 1 ) 1 66 ( 22 ) 1 49 ( 25 )

45 49 50 5 1 47 22 1 ( 2 1 ) 26 1 ( 2 1 ) 227 ( 22 ) 277 ( 29 ) 255 ( 23 )

46 46 49 46 46 354 ( 20 ) 339 ( 22 ) 328 (26 ) 354 ( 24 ) 342 ( 26 )

47 43 42 43 36 277 ( 1 5 ) 276 ( 2 1 ) 260 ( 1 0 ) 26 1 ( 1 7 ) 259 ( 21 )

49 49 48 48 40 368 ( 22 ) 368 ( 18 ) 383 ( 1 5 ) 380 ( 25 ) 407 ( 28 )

43 38 44 40 35 36 1 ( 35 ) 338 ( 23 ) 36 1 ( 2 1 ) 347 ( 2 1 ) 35 1 ( 26 )

42 42 44 42 48 8 1 ( 6 ) 1 04 ( 5 ) 9 2 ( 6 ) 9 1 ( 6 ) 1 04 ( 7 )

48 46 47 47 49 1 83 ( 1 3 ) 1 88 ( 12 ) 190 ( 1 1 ) 1 86 ( 1 0 ) 1 64 ( 1 1 )

46 45 44 45 44 168 ( 7 ) 1 96 ( 7 ) 21 7 ( 8 ) 206 ( 9 ) 224 ( 1 1 )

43 42 45 43 37 1 1 9 ( 1 5 ) 7 5 ( 6 ) 8 7 ( 1 3 ) 7 9 ( 5 ) 8 5 ( 9 )

46 43 47 45 35 1 14 ( 1 0 ) 8 1 ( 8 ) 105 ( 10 ) 9 2 ( 5 ) 9 6 ( 8 )

39 33 37 34 25 7 1 ( 6 ) 6 5 ( 6 ) 7 2 ( 7 ) 7 2 ( 6 ) 6 3 ( 5 )

34 40 34 24 38 1 09 ( 1 7 ) 1 30 ( 1 1 ) 1 1 5 ( 9 ) 1 27 ( 9 ) 1 20 ( 9 )

40 44 44 34 44 140 ( 40 ) 1 98 ( 3 1 ) 1 59 ( 32 ) 1 65 ( 33 ) 1 74 ( 39 )

43 39 39 4 1 44 1 50 ( 1 3 ) 1 40 ( 1 6 ) 1 36 ( 9 ) 1 38 ( 1 2 ) 1 1 6 ( 1 0 )

32 33 39 39 9 3 ( 3 ) 9 1 ( 4 ) 1 05 ( 1 0 ) 1 1 1 ( 1 0 )

30 32 33 34 31 1 05 ( 28 ) 1 02 ( 30 ) 1 0 1 ( 30 ) 9 1 ( 2 4 ) 8 4 ( 2 6 )



表107 平成 6 年度 環境振動実態調査結果

地区測定月日 測 定 場 所 所在地 道 路 名 車線数
測定値

80% レ
ソ ジ の

上端値

( d B )

交 通 量

( ) 大 型

( 台/1 0分間 )

道路交通振
動の限度80
% レ ン ジ の
馴直姫)

昼間 夜間 昼間 夜間 区域区分
限 度

( d B )

昼間 夜間

鳥取市10月1 1･1 3日
山 の 手 会 館 前 吉方町 国 道 29 号 2 40 26 258 (20 ) 106 ( 6 ) 1 65 60

N T T 鳥 取 支 社 前 湯所町 国 道 29 号 2 38 30 273 ( 31 ) 1 17 ( 3 ) 1 65 60

鳥 取 市 文 化 ホ ー ル 前
吉 方

温泉町
←) 福 部 鳥 取 線 2 39 29 1 14 ( 8 ) 82 ( 3 ) 2 70 65

新日本海シ ョ ッ ピン グタ ウ ン前 天神町 国 道 53 号 4 39 27 2 12 (20 ) 98 ( 5 ) 2 70

｣

65

倉吉市10月崎･16日
市 立 倉 吉 西 中 学 校 裏 秋 喜 鎗詠耕蹠 2 39 27 93 ( 7 ) 42 ( 0 ) 1 65 60

ビ ッ グ ラ イ フ ト ー ホ ー横 米田町 国 道 179 号 4 40 3 1 120 ( 12 ) 41 ( 2 ) 1 65 60

小 林 薬 局 前 明治町 ←)木地山倉吉線 2 43 28 1 09 ( 7 ) 32 ( 1 ) 2 70 65

上 丼 ビ ル 前 山 根 国 道 179 号 4 47 30 1 96 ( 13 ) 1 12 ( 4 ) 2 70 65

米子市10月れ･22日
後 藤 ヶ 丘 中 学 校 入 口 上後藤 市道外浜街道線 2 50 4 1 1 14 ( 7) 65 ( 1 ) 1 65 60

戸 口 田 医 院 前 上福原 ←) 皆 生 西 原 線 4 43 32 1 81 ( 9 ) 90 ( 4 ) 1 65 60

竹 内 医 院 前 祇園町 国 道 9 号 2 45 44 2 1 1 (29 ) 1 19 ( 8 ) 2 70 65

建 設 省 米 子 出 張 所 前 車 尾 国 道 9 号 4 51 34 252 (25 ) 1 1 9 ( 8 ) 2 70 65

境港市鱒月盤･29日
境 公 民 館 湊 町 住) 米 子 境 港線 2 56 40 89 ( 10 ) 30 ( 0 ) 1 65 60

山 陰 合 同 銀 行境 西 支 店 外江町 住) 米 子 境 港 線 2 49 39 75 ( 5 ) 36 ( 3 ) 1 65 60

境 家 具 店 前 東本町 ←) 境 港 線 2 37 27 35 ( 2 ) 1 4 ( 0 ) 2 70 65

都 田 水 産 前 上道町 国 道 431 号 4 42 34 1 89 (20 ) 82 ( 4) 2 70 65

鯉) 1 時間区分 振動 昼間 午前 8 時~午後 7 時、 夜間 午後 7 時~翌 日 の午前 8 時

2 測定時刻 午前 5 時、 7 時、 10時 、 午後 4 時、 7 時、 10時

3 振動の昼間 ･ 夜間 測定値は各時間区分の平均値であ る 。

4 交通量は 、 自 動二輪車以上の道路に面す る地点の通過車両台数であ る 。

5 道路名 の (主) は主要地方道 (県道) 、 (一) は一般県道 (県道) であ る 。
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第 2 節 振動の防止対策

法に よ る規制

(1 ) 振動規制法

振動規制法 (昭和5 1年12月 1 日 施行) で は 、 都道府県知事が振動を 防止す る こ と に よ り 住民の生

活環境を保全す る 必要が あ る と 。忍め る地域を指定 し 、 こ の地域内 において 、 工場及び事業場におけ

る 事業活動並びに建設工事に伴 っ て発生す る相当範囲にわた る振動 (法第 2 条) につ い て必要な規

制を行 う と と も に 、 道路交通振動に係 る 要請の措置を定め る こ と な ど に よ り 生活環境を保全 し 、

国民の健康の保護に資す る こ と と して い る 。

本県におけ る地域指定状況は次表の と お り で あ る 。

表108 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 名

昭 和 5 3 年 6 月 9 日

( 県 告 示 第 5 3 1 号 ~ 5 3 3 号 )
鳥取市、 米子市、 倉吉市及び境港市の一部

昭 和 5 9 年 4 月 2 7 日

( 県 告 示 第 3 6 0 号 ~ 3 6 2 号 )
国府町の一部

昭 和 6 2 年 7 月 1 0 日

( 県 告 示 第 5 8 2 号 )
鳥取市、 米子市及び 、 境港市の一部

表109 振動規制法に基づ く 振動規制の区域の区分 と 用途地域の関係

特定工場等において発生す る振動について規制す る
区域 及び道路交通振動の限度に係 る 区域

都市計画法に基づ く
用途地域の区分

特定建設作業に伴 っ て発
生す る振動について規制
す る 区 域

第 1 種区域
良好な住居の環境を保全す る ため 、 特に静穏の

保持を必要 と す る区域及び仔居の用 に供 されて い
る ため 、 静穏の保持を必要 と す る 区域

第 1 種住居専用地域

第 1 馬 区域
( 工業地域の う ち 、 学校、
保育所、 病院 、 診療所 、
図書館及び特別養護者
人 ホ ー ム の敷地の周囲
約 8Cm以内の区域を含
む )

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 2 種区域
住居の用 に併せて 商業、 工業等の用 に供 されて

い る 区域であ っ て 、 そ の区域内の住民の生活環境
を保全す る ため 、 振動の発生を防止す る必要があ
る 区域及び主 と し て工業等の用 に供 さ れて い る区
域であ っ て 、 その区域内 の住民の生活環境を悪化
さ せな いため 、 著 しい振動の発生を防 ｣Lす る必要
があ る 区 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

ユ 業 地 域 第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

(江) 規制の区域を示す図面は 、 県庁環境政策課、 関係市役所及び町役場公害担当果に備 え置 き 、 一般

の縦覧に供 し て い る 。

-1 1 7-



ァ 工場、 事業場振動

工場、 事業場振動について規制の対象 と な る のは 、 指定地域内に あ っ て 、 特定施設 (政令第 1

条) を設置 してい る 工場及び事業場 (特定工場等 と い う 。 ) であ る 。

特定工場等には 、 規制基準の遵守義務が課せ ら れてお り 、 指定地域市町村長は規制基準に適合

しな い振動 を発生す る こ と に よ り 周辺の生活環境が損な われ る と 認め る と き 、 振動の防止の方法

等に関 し 、 改善等の勧告及び改善命令を行 う こ と がで き る 。

表110 特定工場等におい て発生す る振動についての規制基準

区域の、國分~＼選選の区分
昼 間

( 午前 8 時か ら午後 7 時 ま で )
夜 間

( 午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時 ま で )

第 1 種 区 域 60 デ シベル 55 デ シベル

第 2 種 区 域 65 デ シベル 60 デ シベル

〔基準値は特定工場 (振動規制法施行令別表第 1 に定め る 施設を設置す る工場 事業場) に お いて発生

す る振動の特定工場等の敷地の境界線上におけ る大 き さ 。 〕

イ 建設作業振動

建設作業振動について規制の対象 と な る のは 、 指定地域内において 、 建設工事を施工す る場合

に 、 特定建設作業 (政令第 2 条) を伴 う 作業であ る 。

特定建設作業には 、 届 出義務が課せ ら れて い る 。 ま た 、 市町村長は、 特定建設作業に伴い発生

す る振動が一定の基準に適合 し な い こ と に よ り 、 周辺の生活環境が著 し く 損な われ る と 認め る と

き は 、 振動の防止の方法等に関 し 、 改善勧告及び改善命令を行 う こ と がで き る 。
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表11 1 特定建設作業に伴 っ て発生す る振動につ い て の規制基準

特

目

① く い打機(も
んけん及び圧
入式 く い打機
を除 く 。 )、 く
い抜機 ( 油圧
式 く い抜機を
除 く 。 ) 又は く
い打 く い抜機
( 圧入式 く い
打 く い抜機を
除 く 。 ) を使用
す る作業

②鋼球を使用
して建築物そ
の他の工作物
を破壊す る作
業

③舗装版破砕
機を使用す る
作業 〔 作業地
点が連続的に
移動す る作業
にあ っ て は 、
1 日 におけ る
当該作業に係
る 2 地点間の
最大距離が50
メ ー ト ルを超
えない作業に
限 る 。 )

④ブ レーカ ー (手
持式の も のを除
く 。 )を使用す る
作業 ( 作業地点
が連続的に移動
す る作業にあ っ
て は 、 1 日 に お

け る 当該作業に
係 る 2 地点間の
最大距離か 50 メ
ー ト ルを超え な
い作業に限 る 。 )

適 用 除 外

作業場所の敷地境
界線における振動

75 デシベルを
超えない こ と

75 プ シベルを
超え な い こ と

7 5 ブシベルを
超え ない こ と

7 5 ブ シベルを
超え な い こ と

作業禁止

の時間帯

1 号

区域

午後 7 時~
午前 7 時

午後 7 時~
午前 7 時

午後 7 時~
午前 7 時

午後 7 時~
午前 7 時

災害 、 非常 の 事態、
人 の生命 、 危険防
止 、 鉄軌道の正常
運行、 道路法及び
道交法の 占用及び
許 可の夜間指定

2 号

区域

午後 10 時~
午前 6 時

午後 10 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

作業時間
の長 さ の

制 限

1 号

区域
1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 災害 、 非常の事態、

人の生命 、 危険防
止2 号

区域
1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間

連続 して
作業す る
こ と の で

き る 日 数

1 号

区域
6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内

災害、 非常 の事態、
人の生命 、 危険防
止2 号

区域

作 業 を 禁 止

す る 日

日 曜 日 、

その他の休 日

日 曜 日 、

その他の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

災害 、 非常の事態、
人 の生命 、 危険防
止 、 鉄軌道の正常
運行、 電業法の必
要作業、 道路法及
ぴ道交法の 占用及
ぴ許可の時 、 そ の
他の休 日 指定

ウ 道路交通振動

振動規制法では 、 指定地域内 において 、 市町村長が道路交通振動について そ の測定 レ ベ ル が-

定の限度 を超え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損な われ る と 。忍め る と き は 、 道路管理者に対 し道

路交通振動の防止のた め の舗装、 維持 、 又は修繕の措置を要。青 し 、 又は都道府県公安委員会に対

し道路交通法の規定に よ る 措置を と る べ き こ と を要。青す る こ と がで き る 。

表1 12 振動規制法第16条第 1 項の規定に基づ く 指定地域内 におけ る 道路交通振動の限度

区域の区努~＼蠅閭の区分
昼 間

( 午前 8 時か ら午後 7 時 ま で )

夜 間

( 午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時 ま で )

第 1 種 区 域 65 テ、 シ バミ ノレ 60 プ シ ベ ノレ

第 2 種 区 域 70 デ シ ベ ル 65 デ シ ベ ル

-1 1←



2 特定施設等の届出状況

(1 ) 振動規制法に よ る 特定施設の届 出数

表113 特定施設の種類別届出数 (平成 7 年 3 月 31 日 現在)

施設の種類＼＼、、、市 町 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 。十

1 金属加工機械

イ 、 液 圧 プ レ ス 19 13 26 5 63

ロ 、 機 械 プ レ ス 29 2 1 82 7 1 39

ハ 、 せ ん 断 機 13 17 28 16 74

ニ 、 鍛 造 機 3 14 6 23

ホ 、 ワ イ ヤーフ ォー ミ ン グマシ ン ー l

小 口十 64 65 142 28 299

2 . 圧 縮 機 91 178 68 5 342

3 破 砕 機 等

破 砕 機 1 1

摩 砕 機 28 28

ふ る い 1 1

分 級 機

小 。十 28 2 30

4 織 機

コ ン ク リ ー ト ブ

5 . ロ ッ ク マ シ ン等

コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ン 2 3 5

コ ン ク リ ー ト 管製造機械及び

コ ン ク リ ー ト 柱 製 造機 械

小 。十 2 3 5

6 . 木材加工機械

イ 、 ド ラ ム パ ー カ ー 3 1 4

ロ 、 チ ノ ミツ ー 1 6 3 2 12

小 口十 1 9 4 2
ー

16

7 . 印 刷 機 械 47 18 9 1 1

ー

85

8 . ゴ ム練用又は合成樹脂練用 ロ ー ル
ー

9 . 合成樹脂用射出成形機 12 12

ー

24

10 . 鋳 型 造 型 機 9 9

。十 245 284 235 46 810

届 出 工 場 事 業 場 51 68 27 23 1 69

=

(2) 振動規制法に よ る 特定建設作業届 出数

表114 特定建設作業の種類別届 出数

種 類 ＼＼＼＼＼市 町 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 。十

1 く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 1 14 4
ー

19

2 鋼 球 を 使 用 し て 破 壊 す る 作 業

- ー

｢

3 舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業

4 ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 5 10
ー

15

。十 . 6 24 4

ー

34

(平成 6 年度中)
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第 5 章 悪 臭

第 1 節 悪臭の現況

概 要

悪臭は、 人の感覚に直接知覚 さ れ る も ので個人差が著 し く 発生源は 、 製造業や畜産業な ど多種多様

であ る 。 ま た 、 悪臭公害の ほ と ん ど は低濃度の複合臭に よ る も のであ り 規制について は非常に難 し

い面が あ る 。

平成 6 年度の悪臭に関す る 苦情件数は32件であ り 公害苦情全体の22 . 5% を 占 めて い る 。

悪臭苦情の発生源業種別内訳

建 設 4
鱗釀颪“ 製 造 業

ナゼ キ壤姥‘* 荒 野霜絃;淺想 1 0件

3 2 件

2 各種悪臭測定澗査結果

平成 6 年度中に実施 し た発生源 ご と の悪臭測定調査結果は表1 15の と お り であ る 。
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表115 悪臭測定調査結果 (県実施分)

発生源

区 分

廷測定

施 設数

規 制

基 準

(強度 )

悪 臭 物 質 濃 度 ( p p m )

アソモーア 力ブタンメチルメル 硫化水素 硫化メチ アミソトリメチル
ニ メ *

硫 チ

化 ル

ア プ、*
セ

ト ヒ

ア

ル ド

*

スチレン
*

プロピオン酸
ノ 酪*

ノレ

マ

ル酸

ノ 吉*

を 草
ル酸

*

イン吉草酸
堆 肥

製 造 業
1 区域外 4 . 1 9 0 ‐ ○099 ND 0 . 32 0 . 018 0 . 0050 0 . 012 0 . 010 0 . 0039 0 . α)20

堆 肥

製 造 業
1 区域外 0 . 46 N D ND ND ND N D ND ND N D ND

一般環境 1 区域外 0 . 3 6 N D ND ND ND N D ND ND ND ND

一般環境 1 区域外 0 . 07 N D ND ND ND N D ND ND N D ND

一般環境 1 区域外 0 . 1 4 N D ND ND ND ND ND ND N D ND

食 鳥 肉

処 理 場
1 3 . 5 N D ND 0 . α)2 1 ND ND ND - I ND ND ND ND

クフ フ トパルブ

製 造 業
1 2 . 5 ND ND ND N D N D

クラフ トバルブ

製 造 業
1 2 . 5 N D 0 . 0020 0 . 0048 0 . α)15 0 . 001 1 - ll 一

食肉製品

製 造 業
1 3 . 5 N D ND 0 . α)15 0 . 0004 N D N D 0 . 0007 0 . 0004 N D ND

缶詰食品

製 造 業
1 3 . 5 N D ND 0 . 0006 ND ND N D ND ND ND ND

化 製 場 1 3 . 5 N D ND 0 . 0048 N D ND ND 0 . α)14 0 . α)12 N D 0 . α)1 1

養 豚 業 1 区域外 N D N D 0 . 0003 N D ND N D ND ND N D N D

し 尿

処 理 場
1 区域外 N D ND ND ND ND ND ND ND ND ND

注 1 * 印物質の規制基準は 、 規制地域全域につ い て 、 一律臭気強度2 . 5 (表1 18- 2 、 1 19 -2参照)

2 N D 検出 さ れず

な
-
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第 2 節 悪臭防止対策

1 法令によ る規制

(1 ) 法によ る規制

悪臭防止法では悪臭を防止す る こ と に よ っ て 、 生活環境を保全すべ き地域を知事が指定 し (法第

3 条) 、 こ の指定地域内 に あ る 工場そ の他の事業場に おけ る 事業活動に伴 っ て発生す る 悪臭物質

(法第 2 条) について規制基準 (法第 4 条) を定め る こ と と な っ て い る 。

悪臭規制指定地域内の事業場には 、 規制基準の遵守義務 (法第 7 条) が課せ ら れて お り 、 指定地域

市町村長は、 悪臭物質の排出が規制基準に適合 し な い こ と に よ り 周辺住民の生活環境が損な われて

い る と 。忍め る 場合は 、 施設等の改善勧告 さ ら に は改善命令 (法第 8 条) を行 う こ と がで き 、 さ ら に 、

水路等におけ る悪臭の防止 (法第12条) 、 悪臭が生ず る物の焼却の禁止 (法第13条) を し て い る 。

規制 さ れ る悪臭物質につ い て は 、 第 1 次規制 (昭和47年 5 月 31 日 施行) で 5 物質 ( ア ン モ ニ ア 、

メ チ ル メ ル カ ブ タ ン 、 硫化水素 、 硫化 メ チ ル 、 ト リ メ チ ル ア ミ ン ) 、 第 2 次規制 (昭和51年10月 1

日 施行) で 3 物質 (二硫化 メ チ ル 、 ア セ ト ア ルデ ヒ ト 、 ス チ レ ン ) が追加 さ れ 、 平成元年 9 月 の政

令の一部改正に よ り 、 第 3 次規制 (平成 2 年 4 月 1 日 施行) で 4 物質 ( プ ロ ピ オ ソ酸 、 ノ ルマ ル酪

酸、 ノ ル マ ル吉草酸、 イ ン 吉草酸) が追加 さ れ 、 平成 5 年 6 月 の政令の一部改正に よ り 10物質 ( プ

ロ ピ オ ン ア ルデ ヒ ド ノ ルマ ル ブチル ア ルデ ヒ ド 、 イ ン プ チ ル ア ルデ ヒ ト 、 ノ ル マ ルバ レル ア ル デ

ヒ ド 、 イ ソ バ レル ア ルデ ヒ ド 、 イ ン ブ タ ノ ー ル 、 酢酸エ チ ル 、 メ チ ル イ ン ブ チルケ ト ソ 、 ト ル エ ン 、

キ シ レ ン ) が新た に告示 さ れ22物質が規制 さ れ る こ と と な っ た。

ま た 、 平成 6 年 4 月 21 日 付けを も っ て メ チ ル メ ル カ ブ タ ン 、 硫化水素、 硫化 メ チ ル及び二硫化 メ

チ ル (硫黄系 4 物質) につ いて排出水中 におけ る規制基準の設定方法が定め ら れ 、 併せて 、 工場そ

の他事業場か ら敷地外に排出 さ れ る排出水に含ま れ る も の の排出水中におけ る濃度の測定方法が定

め ら れた。 (平成 7 年 4 月 1 日 施行)

平成 7 年 4 月 21 日 付けを も っ て 、 悪臭防止法の一部を改正す る 法律 (平成 7 年法律第71号) が公

布 さ れ 、 平成 8 年 4 月 1 日 か ら施行 さ れ る こ と と な っ た 。 こ れに伴い 、 悪臭防止法施行令、 施行規

則の一部を改正す る政令 、 総理府令等が公布 さ れ 、 同 じ く 平成 8 年 4 月 1 日 か ら 施行 さ れ る こ と と

な っ た 。

こ の改正の主な 内容は 、 悪臭の原因 と な る 特定の物質の排出濃度に着 目 し た従来の規制方法 (物

質濃度規制) に加 え て 、 人間の嗅覚を用 いて悪臭を測定す る 方法 (嗅覚測定法) に よ る 規制方式を

導入 した こ と 、 並びに近年の国民の 日 常生活起因の悪臭苦情の増加に対応 して 、 国 、 地方公共団体

及び国民の責務を規定 し た こ と であ る 。

本県 に おけ る 悪臭規制は現在 4 市24町 4 村で規制 して お り 、 第 1 次規制物質につ いて は表1 16 と

表117の と お り であ り 、 第 2 次規制物質につ いては表118の と お り であ り 第 3 次規制物質につ いて

は表1 19の と お り で あ る 。
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表1 16 悪臭規制地域 ( 5 物質 ア ン モ ニ ア 、 メ チ ル メ ル カ ブ タ ン 、 硫化水素 、 硫化 メ チ ル 、 ト リ メ

チ ル ア ミ ソ )

告 示 ･

施 行 年 月 日

規 制 地 域

告 示 ･

施 行 年 月 日

規 制 地 域

市町村名
地 域 内 の 区 分

市町村名
地 域 内 の 区 分

A B C A B C

告示

昭和48 . 1 0 . 1 2

第767号

施行

昭和48 . 1 0 . 1 2

( 4 市 9 町 1 村 )

鳥 取 市 ○ ○
告示

昭和49 ‐ 7 ‐ 2

第57 1号

施行

昭和49 . 7 . 2

( 5 町 )

八 東 町 ○

米 子 市 ○ ○ 気 高 町 ○ ○

倉 吉 市 ○ ○ 関 金 町 ○

境 港 市 ○ 東 伯 町 ○ ○

国 府 町 ○ ○ 名 和 町 ○

郡 家 町 ○

告示
昭和56 ‐ 3 ‐ 2 4

第283号

施行

昭和56 . 4 . 1

( 5 町 1 村 )

岩 美 町 ○ ○ ○

鹿 野 町 ○ 船 岡 町 ○ ○ ○

河 原 町 ○ ○青 谷 町 ○

羽 合 町 ○ 泊 村 ○ ○ ○

東 郷 町 ○ ○ 西 伯 町 ○ ○

三 朝 町 ○ 会 見 町 ○

赤 碕 町 ○ 告示
昭和59 . 4 . 2 7

第359号
施行
昭和59 ‐ 5 ‐ 1 /

( 2 町 1 村 )

用 瀬 町 ○

日 吉津村 ○ ○ 佐 治 村 ○

淀 江 町 ○ ○ 中 山 町 ○ ○

告示

平成 5 . 3 . 26

第307号

施行

平成 5 4 . 1

( 3 町 1 村 )

福 部 村 ○

北 条 町 ○

岸 本 町 ○

大 山 町 ○

値) 規制区域を示す図面は 、 県庁環境政策課、 関係市役所及び町村役場公害担当課に備え置 き 、 一般

の縦覧に供 し て い る 。
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- 梺 表117 規制区域 と規制基準 (昭和48年10月 12 日 鳥取県告示第767号)

※藻踰醜拠 ア ンモ ー ア
メ チツレ メ ル

力 ブ タ ン
硫 化 水 素 硫化 メ チ ル

ト リ メ チ ル

ア ミ ン

A 2 , 5 J11-I◆ 0 . 002 0 . 02 0.0 l 0 . 005

B 3 . O 2 0 . 004 0 . 06 0 .0 5 0 .0 2

C 3 . 5 5 0 . 0 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 7
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表118 - 1 悪臭規制地域 ( 3 物質分 二硫化 メ チ ル 、 ア セ ト ア ルデ ヒ ト ス チ レ ソ )

告示 ･ 施 行 年 月 日 規 制 地 域 規 制 基 準

告示 昭 和 5 6 . 3 . 2 4
第 2 8 5 号

施 行 昭 和 56 . 4 . 1
( 4 市 5 町 2 村 )

鳥取市、 米子市、 倉吉市、 境港市、 岩美町、 船岡町、

河原町、 泊村、 西伯町、 会見町、 日 吉津村
臭気強度 2 . 5

告 示 昭 和 58 . 6 7
第 5 1 4 号

施 行 昭 和 5 8 . 6 . 1 4
( 1 4 町 )

国府町、 郡家町、 鹿野町、 青谷町、 羽合町、 東郷町、

三朝町、 赤碕町、 淀江町、 八東町、 気高町、 関金町、

東伯町、 名和町

臭気強度 2 . 5

告 示 昭 和 5 9 . 4 . 2 7
第 3 5 9 号

施 行 昭 和 5 9 . 5 . 1
( 2 町 1 村 )

用瀬町、 佐治村、 中山町 臭気強度 2 . 5

告 示 平 成 5 . 3 2 6
第 3 0 7 号

施 行 平 成 5 . 4 1
( 3 町 1 村 )

福部村 、 北条町、 岸本町、 大山町 臭気強度 2 . 5

同 規制区域は 5 物質規制区域と 同一

表118 - 2 規制区域 と規制基準 (昭和56年 3 月 24 日鳥取県告示第285号)

"＼＼"＼"~~"＼＼]＼~＼＼"悪さ臭薹＼質区 域 臭 気 強 度 ( p p m )
二 硫 化 メ チ ル ア セ ト アルブ ビ ド ス チ レ ン

規制地域全域 2 5 0 0 0 9 0 0 5 0 4

表1 1 9 - 1 悪臭規制地域 ( 4 物質分 : プ ロ ピ オ ソ酸 、 ノ ルマ ル酪酸、 ノ ルマ ル吉草酸、 イ ン 吉草酸)

告示 ･ 施 行 年 月 日 規 制 地 域 規 制 基 準

告 示 平 成 5 . 3 2 6

第 3 0 7 号

施 行 平 成 5 . 4 . 1

( 3 町 1 村 )

鳥取市 、 米子市 、 倉吉市 、 境港市 、 国府町、 岩美町、

福部村、 郡家町、 船岡町、 河原町、 八東町、 用瀬町、

佐治村、 気高町、 鹿野町、 青谷町、 羽合町、 泊 村 、

東郷町、 三朝町、 関金町、 北条町、 東伯町、 赤碕町、

西伯町、 会見町、 岸本町、 日 吉津村、 淀江町 、 大山町、

名和町、 中山町

臭気強度 2 . 5

表119 - 2 規制区域 と規制基準 (平成 5 年 3 月 26 日鳥取県告示第307号)

"""""{~＼二趨き区 域 臭 気 強 度 ( p p m )
プ ロ ピ オ ソ 酸 ノ ル マ ル酪酸 ノ ルマル吉草酸 イ ン 吉 草 酸

規制地域全体 2 5 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 1
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(単位 p p m )表120 悪臭物質の臭気強度別濃度

臭 気

強 度

ア ソ

モニア

メわけル

カ プ タ ソ

硫 化

水 素

硫 化

メ チル

ト リ メチ

ルア ミ ソ

二 硫 化

メ チ ル

アセ ト ア

ルデヒ ド
スチレン

プロ ピオ

ソ 酸

ノ ルマル

酪 酸

ノ ルマル

吉 草 酸

イ ン

吉 草 酸
備 考

2 . O 0 . 5 0 ,鮭 0 . 006 0 . 003 0 . 001 0 , 003 0 . 0 1 0 . 2 0 . 01 0 ,鮭 0 . 0005 0 ,●

2 . 5 1 0 . α)2 0 . 02 0 . 0 1 0 . 005 0 . 009 0 . 05 0 . 4 0 . 03 0 . α)1 0 ･◎ 0 . α)1
総理府 令 に よ

る 下 限

3 . O 2 0 ,饅 0 . 06 0 . 05 0 . 02 0 . 03 0 . 1 0 . 8 0 . 07 0 ,饅 0 ,鯰 0 ,鮮

3 . 5 5 0 . 01 0 . 2 0 . 07 0 . 1 0 . 5 2 0 . 2 0 . 2 0 ,鮖 0 ,似 0 . 01
総理府 令 に よ

る 上 限

4 . O 1 0 0 . 第 0 . 7 1 0 . 2 0 , 3 1 4 0 . 4 0 . 02 0 ,僻 0 . 03
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白

臭 気

強 度

プロ ピオソ

のけセ ド

"内ノヴチ

ルアノリーセ ド

イ ンブチル

アノザヒ ド

ノルマノリ ミ レ

ノリノげ圷

イ ンバレル

のけヒ ド

イ ンブタ

ノ ー ル

酢 酸

エチル

メ チル イ ン

プチルケ ト ソ
トルエ ン キシ レン 備 考

2 . O 0 . 02 0 . 003 0 . 008 0 . 004 0 . 001 0 . 2 1 0 . 7 5 0 . 5

2 . 5 0 . 05 0 . 009 0 . 02 0 . 009 0 , 003 0 . 9 3 1 10 1
総理府 令 に よ

る 下 限

3 . O 0 . 1 0 . 03 0 . 07 0 . 02 0 . 006 4 7 3 30 2

3 . 5 0 . 5 0 . 08 0 . 2 0 . 05 0 . 0 1 20 20 6 60 5
総理府 令 に よ

る 上 限

4 . O 1 0 . 3 0 . 6 0 1 0 . 003 70 40 10 100 10

(2) 条例によ る規制

屋外におけ る 燃焼行為に伴い発生す る ばい煙、 悪臭等を規制す る ため 、 鳥取県公害防止条例に よ

り 昭和63年10月 1 日 か ら 、 ゴ ム 、 皮革、 合成樹脂、 廃油 、 硫黄及び ピ ッ チ並びに こ れ ら を含む物を

屋外において燃焼さ せ る こ と を禁止 して い る 。

2 悪臭防止対策

悪臭規制地域内 にお いて 、 悪臭物質を排出 して い る 事業場に対す る 施設の改善指導、 悪臭物質の測

定等に関 して は 、 市町村長に権限が委任 さ れてい る が 、 悪臭物質の補集測定分析につい て は 、 現在の

と こ ろ市町村では測定体制の整備が困難な た め 、 県は測定、 分析等に関 し て積極的な援助を行 っ て い

る と こ ろ であ る 。 し か し な が ら今後は 、 市町村に即応性の あ る悪臭分析体制が確立 さ れ る こ と が望 ま

れ る 。

現在、 法律で規制 さ れて い る悪臭物質は22物質に限 られて い る が 、 悪臭を発生す る物質は他に も数

多 く あ り 、 複合悪臭 と し て発生す る こ と も 多 く 、 法規制 と悪臭被害の実態 と に差があ る こ と 、 更に技

術的な面で悪臭物質を的確に把握 し難い等の問題点が あ る 。 地域住民か ら 苦情が あれば、 発生原因者

に対 して施設、 作業方法等の改善等必要な措置に よ っ て悪臭被害を防止す る よ う 指導 してい る 。
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